
◎
沖
縄
県
に
お
け
る
駐
留
軍
用
地
跡
地
の
有

効
か
つ
適
切
な
利
用
の
推
進
に
関
す
る
特

別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
二
七
年
三
月
三
一
日
法
律
第
五
号
）

一
、
提
案
理
由（
平
成
二
七
年
三
月
一
九
日
・
衆
議
院
沖
縄
及
び
北

方
問
題
に
関
す
る
特
別
委
員
会

）

○
山
口
国
務
大
臣

沖
縄
県
に
お
け
る
駐
留
軍
用
地
跡
地
の
有
効
か
つ
適

切
な
利
用
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
の

提
案
理
由
及
び
内
容
の
概
要
を
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

沖
縄
県
に
お
い
て
、
駐
留
軍
用
地
の
跡
地
利
用
は
今
後
の
沖
縄
振
興
を

考
え
る
上
で
非
常
に
重
要
な
課
題
で
す
。
こ
の
た
め
、
本
年
三
月
末
に
返

還
が
予
定
さ
れ
る
キ
ャ
ン
プ
瑞
慶
覧
の
西
普
天
間
住
宅
地
区
を
初
め
、
今

後
返
還
が
見
込
ま
れ
る
駐
留
軍
用
地
に
つ
い
て
、
現
行
の
駐
留
軍
用
地
内

の
土
地
の
先
行
取
得
に
加
え
、
必
要
な
場
合
に
は
返
還
後
も
引
き
続
き
地

方
公
共
団
体
等
に
よ
る
土
地
の
先
行
取
得
が
可
能
と
な
る
よ
う
、
内
閣
総

理
大
臣
に
よ
る
特
定
駐
留
軍
用
地
跡
地
の
指
定
及
び
特
定
駐
留
軍
用
地
跡

地
内
の
土
地
の
買
い
取
り
の
協
議
等
に
関
す
る
制
度
を
創
設
す
る
こ
と
と

す
る
本
法
律
案
を
提
出
す
る
次
第
で
ご
ざ
い
ま
す
。

次
に
、
本
法
律
案
の
内
容
の
概
要
を
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

第
一
に
、
内
閣
総
理
大
臣
は
、
沖
縄
県
知
事
の
申
し
出
に
基
づ
き
、
ア

メ
リ
カ
合
衆
国
か
ら
返
還
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
特
定
駐
留
軍
用
地
で
な
く

な
る
と
見
込
ま
れ
る
土
地
で
あ
っ
て
、
そ
の
跡
地
の
利
用
の
推
進
に
必
要

な
公
共
用
地
を
確
保
す
る
た
め
そ
の
区
域
内
に
お
け
る
公
有
地
の
計
画
的

な
拡
大
が
引
き
続
き
必
要
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
特
定
駐
留
軍
用
地
跡
地

と
し
て
指
定
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

第
二
に
、
特
定
駐
留
軍
用
地
跡
地
内
の
土
地
に
つ
き
ま
し
て
、
現
行
の

駐
留
軍
用
地
内
の
土
地
の
先
行
取
得
と
同
様
、
土
地
の
所
有
者
か
ら
の
届

け
出
等
に
基
づ
き
買
い
取
り
の
協
議
を
行
う
こ
と
等
と
し
て
お
り
ま
す
。

以
上
が
、
本
法
律
案
の
提
案
理
由
及
び
内
容
の
概
要
で
ご
ざ
い
ま
す
。

本
法
律
案
が
速
や
か
に
成
立
い
た
し
ま
す
よ
う
、
御
審
議
を
よ
ろ
し
く

お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

二
、
衆
議
院
沖
縄
及
び
北
方
問
題
に
関
す
る
特
別
委
員
長
報

告（
平
成
二
七
年
三
月
二
四
日
）

○
古
川
元
久
君

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
法
律
案
に
つ
き
ま
し

て
、
沖
縄
及
び
北
方
問
題
に
関
す
る
特
別
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過

及
び
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

沖
縄
県
に
お
け
る
駐
留
軍
用
地
跡
地
の
有
効
か
つ
適
切
な
利
用
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律

一
二



本
案
は
、
沖
縄
県
に
お
け
る
駐
留
軍
用
地
跡
地
の
有
効
か
つ
適
切
な
利

用
を
推
進
す
る
た
め
、
現
行
の
駐
留
軍
用
地
内
の
土
地
の
先
行
取
得
に
加

え
、
返
還
後
も
引
き
続
き
地
方
公
共
団
体
等
に
よ
る
土
地
の
先
行
取
得
が

可
能
と
な
る
よ
う
、
内
閣
総
理
大
臣
に
よ
る
特
定
駐
留
軍
用
地
跡
地
の
指

定
及
び
特
定
駐
留
軍
用
地
跡
地
内
の
土
地
の
買
い
取
り
の
協
議
等
に
関
す

る
制
度
を
創
設
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

本
案
は
、
去
る
三
月
十
八
日
に
本
委
員
会
に
付
託
さ
れ
、
翌
十
九
日
山

口
沖
縄
及
び
北
方
対
策
担
当
大
臣
か
ら
提
案
理
由
の
説
明
を
聴
取
し
、
二

十
日
、
質
疑
を
行
い
、
採
決
の
結
果
、
全
会
一
致
を
も
っ
て
原
案
の
と
お

り
可
決
す
べ
き
も
の
と
議
決
し
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。

以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

三
、
参
議
院
沖
縄
及
び
北
方
問
題
に
関
す
る
特
別
委
員
長
報

告（
平
成
二
七
年
三
月
三
〇
日
）

○
風
間
直
樹
君

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
跡
地
利
用
特
別
措
置
法

改
正
案
に
つ
き
ま
し
て
、
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
御
報

告
申
し
上
げ
ま
す
。

本
法
律
案
は
、
沖
縄
県
に
お
け
る
駐
留
軍
用
地
跡
地
の
有
効
か
つ
適
切

な
利
用
を
推
進
す
る
た
め
、
内
閣
総
理
大
臣
に
よ
る
特
定
駐
留
軍
用
地
跡

地
の
指
定
及
び
特
定
駐
留
軍
用
地
跡
地
内
の
土
地
の
買
取
り
の
協
議
等
に

関
す
る
制
度
を
創
設
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

本
法
律
案
の
審
査
に
先
立
ち
、
沖
縄
県
に
委
員
派
遣
を
行
い
、
本
法
律

案
の
対
象
と
な
る
西
普
天
間
住
宅
地
区
や
キ
ャ
ン
プ
・
シ
ュ
ワ
ブ
、
対
馬

丸
記
念
館
な
ど
を
視
察
す
る
と
と
も
に
、
沖
縄
の
振
興
開
発
及
び
基
地
問

題
等
に
関
す
る
実
情
を
調
査
い
た
し
ま
し
た
。

委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
本
法
改
正
の
趣
旨
、
西
普
天
間
住
宅
地
区

で
発
見
さ
れ
た
ド
ラ
ム
缶
等
の
調
査
結
果
、
地
元
の
意
向
を
尊
重
し
た
跡

地
利
用
の
推
進
、
普
天
間
飛
行
場
の
五
年
以
内
の
運
用
停
止
等
の
要
望
に

対
す
る
取
組
、
対
馬
丸
記
念
館
に
対
す
る
支
援
の
在
り
方
な
ど
に
つ
い
て

質
疑
が
行
わ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
詳
細
は
会
議
録
に
よ
っ
て
御
承
知
願
い

ま
す
。

質
疑
を
終
了
し
、
採
決
の
結
果
、
本
法
律
案
は
全
会
一
致
を
も
っ
て
原

案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
し
ま
し
た
。

以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

沖
縄
県
に
お
け
る
駐
留
軍
用
地
跡
地
の
有
効
か
つ
適
切
な
利
用
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律

一
三


